
情報公開条例の沿革 

１ 平成２年７月１６日 

  情報公開条例（平成２年宮城県条例第１８号） 

 ※施行日：平成２年１０月１日 

２ 平成８年１０月１４日 

  個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号） 

※個人情報保護条例の施行に伴う調整 

※施行日：平成９年４月１日 

３ 平成１１年３月１２日 

情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号） 

 ※全部改正 

 ※施行日：平成１１年７月１日 

４ 平成１１年１２月２１日 

病院事業条例の一部を改正する条例（平成１１年宮城県条例第６３号） 

 ※病院事業管理者の設置に伴う改正 

 ※施行日：平成１２年４月１日 

５ 平成１２年１２月２０日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１２年宮城県条例第１３１号） 

※実施機関に公安委員会、警察本部長を追加 

※事案移送規定を整備 

※行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用を受けない行政文書につい

て適用除外規定を整備 

※審査会委員への罰則を規定 

※施行日：平成１３年４月１日、一部公布の日 

６ 平成１４年１０月１１日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１４年宮城県条例第６０号） 

※独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴い、独立行政法人等の

取扱いについて規定 

※施行日：公布の日 

７ 平成１５年３月２０日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１５年宮城県条例第１３号） 

※日本郵政公社法、日本郵政公社法施行法の施行に伴い、日本郵政公社の役員及び職員

の取扱いについて規定 

※施行日：平成１５年４月１日 

８ 平成１６年３月２３日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１６年宮城県条例第１６号） 

 ※地方独立行政法人法の施行に伴い、地方独立法人を地方公共団体等と同様に取り扱う

こととした。 

 ※施行日：平成１６年４月１日 



９ 平成１６年１２月２０日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１６年宮城県条例第７４号） 

※３公社を実施機関に追加 

※開示決定の通知があった９０日以内に開示を受けなければならない旨を規定 

※特定出資団体等との協定締結等 

※施行日：平成１７年４月１日 

１０ 平成１７年３月２５日 

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（平成１

７年宮城県条例第５号） 

※「地方労働委員会」→「労働委員会」に伴う改正 

※施行日：公布の日 

１１ 平成１８年３月２３日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成１８年宮城県条例第１３号） 

※県が設立した地方独立行政法人を実施機関とする改正 

※施行日：平成１８年４月１日 

１２ 平成１９年３月２０日 

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の

整理等に関する条例（平成１９年宮城県条例第１７号） 

 ※個人情報の非開示の例外である公務員等から「日本郵政公社の役員及び職員」を除外 

 ※施行日：郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日 

      （平成１９年１０月１日） 

１３ 平成２２年１２月２４日 

地方独立行政法人宮城県立病院機構の設立に伴う関係条例の整理等に関する条例 

（平成２２年宮城県条例第６６号） 

※実施機関から病院事業管理者を削除 

※施行日：平成２３年４月１日 

１４ 平成２６年１２月２４日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成２６年宮城県条例第８０号） 

※独立行政法人通則法の一部改正（特定独立行政法人→行政執行法人）に伴う改正 

※施行日：平成２７年４月１日 

１５ 平成２７年１２月２４日 

情報公開条例の一部を改正する条例（平成２７年宮城県条例第８７号） 

※行政不服審査法の全部改正に伴う改正（審理員の規定の適用除外、不服申立て→ 

審査請求他） 

※施行日：平成２８年４月１日 

 

 


